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厚真町議会議員報酬の改定について 

 

１ 厚真町議会議員報酬改定の状況について 

  厚真町特別職報酬等審議会は、町議会議員の報酬について、平成９年６月１

日に改定して以来２５年近くが経過していること、今後の担い手確保、住民自

治の促進を担う職責を鑑み、報酬の改定を検討した。 

 

【参考：過去の改正状況】 

報酬月額                           （単位：円） 

適用年月日 議 長 副議長 委員長 議 員 

S62.4.1 185,000 150,000 135,000 130,000

H2.4.1 210,000 170,000 155,000 148,000

H5.6.1 230,000 185,000 170,000 161,000

H7.6.1 270,000 215,000 195,000 175,000

H9.6.1 281,000 223,000 200,000 180,000

 

 

２ 報酬改定（案） 

 道内財政力指数同等かつ同規模自治体５町の報酬平均額に基づき算定 

（単位：円） 

区分・役職 現 報酬月額 新 報酬月額 増 額 増加率 

議長 281,000 300,000 19,000 6.8％

副議長 223,000 240,000 17,000 7.6％

常任・議運委員長 200,000 220,000 20,000 10.0％

その他の議員 180,000 200,000 20,000 11.1％

※財政力指数…地方公共団体の財政力を示す指標 
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厚真町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

第1条 （略） 

(議員報酬) 

第1条 （略） 

(議員報酬) 

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長(議

会運営委員長、議会広報特別委員長及び厚

幌ダム関連事業調査特別委員長を含む。以

下同じ。)及び議員の議員報酬は、次のとお

りとする。 

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長(議

会運営委員長、議会広報特別委員長及び厚

幌ダム関連事業調査特別委員長を含む。以

下同じ。)及び議員の議員報酬は、次のとお

りとする。 

議長 月額 300,000円 議長 月額 281,000円 

副議長 月額 240,000円 副議長 月額 223,000円 

常任委員長 月額 220,000円 常任委員長 月額 200,000円 

議員 月額 200,000円 

第3条～第6条 （略） 

議員 月額 180,000円 

第3条～第6条 （略） 
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